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令和４年度 第１2 回（3 月）教育委員会定例会 会議録 

 

日 時：令和５年 3 月２2 日（水）15 時０0 分～1７時０５分 

場 所：村民センター 小会議室 

出席者：教育長 清水 閣成 

委 員 教育長職務代理者 清水 道直 

薄田 東・出羽澤 和子・田中 博美 

事務局：清水 勝宏 教育次長  

書 記：池上 博子 以上７名 

傍聴人：なし 

 

１ 開 会 

 

２ 教育長あいさつ 

 ・2023,3.6 信濃毎日新聞「斜面」を紹介。「大人同士の緩やかなつながりが形づく

るこども達の小さな世間」について、今後も話題にしていきたい。 

・令和 4 年度最後の定例会です。よろしくお願いいたします。 

 

３ 付議事件 

(1) 議案第１号 公民館長の任命について       ＜会議資料１＞ 

教育長 

〇令和 5 年度公民館長についてお願いします。資料にて上程。 

教育委員 

〇全員異議なく賛成で議決。 

 

(2) 議案第２号 社会教育指導員の任命について  ＜会議資料２＞ 

教育長 

〇令和 5 年度社会教育指導員についてお願いします。資料にて上程。 

教育委員 

〇全員異議なく賛成で議決。 

 

(3) 議案第３号 教育委員会事務局組織規則の一部改正について  ＜会議資料３＞ 

教育次長 

〇教育委員会事務局組織規則の一部改正について上程。 

・会議資料にて改正の必要性及び改正前・改正後等について説明。 

教育委員 

〇全員異議なく賛成で議決。 

 

４ 報告・確認事項 

(1) スクールバス運用使用基準について    ＜会議資料４＞ 

教育次長 

 ・現行のスクールバス運用使用基準は平成 29 年 4 月 1 日施行であり、現在状に合わ
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せたものとしたい旨を会議資料にて説明。 

教育委員 

・全員了解 

 

(2) 新型コロナウイルス感染症について    ＜会議資料５＞ 

教育長 

〇文科省より「令和 4 年度新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等

について（通知）」3 月 17 日付が出されました。 

・マスク着用の考え方の見直しについて通知のポイントについて会議資料にて説明。 

（1） 基本的な考え方 

 〇児童生徒及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスクの着用を求め 

ないことを基本とすること。 

〇基礎疾患がある等様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望した

り、健康上の理由によりマスクを着用できない児童生徒もいること等から、学校

や教職員がマスクの着脱を強いることのないようにすること。児童生徒の間でも

マスク着用の有無による差別・偏見などがないよう適切に指導を行うこと。等 

（2） 入学式などの実施に当たっての留意事項 

・効果的な換気の実施について 

   3 密の回避・人と人との距離の確保・手洗い等の手指衛生・換気の励行 等 

〇現在の小中学校の感染状況は、濃厚接触者として 3 月 15 日迄出席停止の児童生徒

以後、感染者・濃厚接触者の児童生徒はいない状況。 

教育長 

〇新年度、学校教育活動に当たって、マスクの着用を求めないことを基本とする方向

でいきたいと思います。ご意見等ありますでしょうか。 

教育委員 

〇感染の状況によっては、マスクの着用を見直すことと考えてよいか。 

教育長 

〇柔軟に対応していきたい。 

教育委員 

〇マスクの着用を求めないことを基本とすることについて全員同意。 

教育長 

〇明日、23 日（木）に校長会を予定している。マスクについて教育委員会の方向を

踏まえ、会で検討していく。 

〇伴い、健康チェックカードの扱いについてお考えをいただきたい。現在、児童生徒

は、家庭で健康観を行い、学校に持参し職員が、健康状態を確認しているが、4 月

以降、健康チェックカードは必要が無いのではないかと考える。この 3 年間、家庭

の協力をいただき今があると思っている。カードが無くても健康観察は今まで通り

丁寧に行っていただき、このことはコロナ禍云々でなく、当然ながら日々の生活に

おいて大事なことであり、家庭で健康観察を行い、発熱等体調に変化がある場合は

学校に連絡をいただくこととし、カードは用いないこととしたいが。 

教育委員 

〇健康チェックカードについては、当初文科省から例示的に示されたと思うが、文科

省からは、何か出されているか。 

教育長 
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〇文科省からは特にない。 

教育委員 

〇感染拡大防止の意識づけという意味合いもあったと考えるが、現在の感染状況・今

迄の家庭の協力等を鑑み、必要はないと考える。 

教育長 

〇23 日（木）の校長会での意見を踏まえ方向性をもちたい。また、濃厚接触者は 5

類に下がるまでは継続していくので、家族の誰かが体調を崩した場合は、学校に連

絡とともに、医療機関を受診していただき、新型コロナウイルス感染症でない診断

がなされたら登校と、考えていきたい。 

 

(3) ３月議会答弁内容について              ＜会議資料６＞ 

教育次長 

※会議資料にて報告 

 

(4) 村職員人事異動（教育委員会事務局）について     ＜会議資料７＞ 

教育次長 

※会議資料にて報告 

 

(5) 高校入試結果について                           ＜会議資料８＞ 

※非公開 

(6) 令和５年度南箕輪村の教育について（構想案）     ＜会議資料９＞ 

教育長 

※会議資料を基に説明 

〇学校教育（重点） 

 ・温かい関係づくり・学級づくり ・個に応じた指導・特別支援教育の充実 

 ・体育専科・英語専科の力発揮  ・運動遊び⇔体育専科の繋がり 

 ・学習支援ボランティア募集及び取組み 

 ・不登校支援 小中の接続の構築 学校・家庭から外に出る 

・学校給食センター新設 食育・地産地消 

・困窮家庭支援 奨学金の検討 ・通学路安全プログラムの推進  他 

〇社会教育（重点） 

 ・地域ぐるみで子どもを育てる 「地域の中であて
・ ・

にされる存在」 

 ・図書館教育の充実 ・文化財の保護・整理・展示（発信） 他 

〇家庭教育 

 ・PTA 連合会との連携 イエ仕事・ムラ仕事 

〇学校教育・社会教育・家庭教育の融合「ふるさとをため込み育つ子」 

 ・休日の部活動のあり方検討 

 ・キャリア教育の推進  ・スポーツ推進基本計画の策定 他 

〇現時点での案です。今後委員会等でお考えをいただきます。 

 

(7) 児童・生徒数について               ＜会議資料 10＞ 

※会議資料にて報告 
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(8) 事故報告                          ＜会議資料 11＞ 

※非公開 

 

(9) 各委員から  

教育委員 

 〇3 校の卒業式について報告・共有 

・卒業生の姿・歌声等とても感動的であった。（全員） 

 

(10) ３月事業報告・４月事業計画について   ＜会議資料 12＞ 

教育次長 

※会議資料にて報告・確認 

 

(11) ４月及び５月教育委員会定例会日程について 

    ４月２４日（月） 15：00 村民センター 

    ５月２２日（月） 15：00 村民センター 

 

 

５ その他 

 

 

６ 閉 会 

 

 

 


